
 福岡市共同企業体事務取扱要領運用基準 新旧対照表 
 

新 旧
１ 第３条第２項関係 

第３条第２項に掲げる対象工事を共同企業体に発注する場

合の当該共同企業体の構成は、概ね次のとおりとする。 
 
（１）略 
 
（２）略 
 
（３）建築工事 

予 定 金 額 構  成 

３億円以上５億円未満 Ａ＋Ａ 

Ａ＋Ｂ 

※ただし、Ｂは代表者とな

ることはできない 

５億円以上１０億円未満 Ａ＋Ａ 

Ａ＋Ａ＋Ｂ 

Ａ＋Ｂ＋Ｂ 

※ただし、Ｂは代表者とな

ることはできない 

１０億円以上２５億円未満 Ａ＋Ａ＋Ａ 

２５億円以上 Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ 

 
 
（４）略 
 
（５）略 
 

１ 第３条第２項関係 
第３条第２項に掲げる対象工事を共同企業体に発注する場

合の当該共同企業体の構成は、概ね次のとおりとする。 
 
（１）略 
 
（２）略 
 
（３）建築工事 

予 定 金 額 構  成 

３億円以上１０億円未満 Ａ＋Ａ 

１０億円以上２５億円未満 Ａ＋Ａ＋Ａ 

２５億円以上 Ａ＋Ａ＋Ａ＋Ａ 

 
（４）略 
 
（５）略 
 
 

 


